
「令和５年度文化芸術の自律的運営促進事業」公募要領 

 

１．事 業 名 

  「令和５年度文化芸術の自律的運営促進事業」実施業務 

 

２．事業の趣旨 

「文化芸術推進基本計画（第２期）」（令和５年３月２４日閣議決定）では、文化芸

術団体等の自律的・持続的な発展に資する支援について、「文化芸術団体等が抱える運

営上の課題に対処し充実した活動を推進できるよう、国のアーツカウンシル機能の強化

による伴走型支援の実施など文化芸術団体等の自律的・持続的な発展に資する取組を推

進する」との記載がなされている。また、文化庁においては令和 4 年度から「文化芸術

カウンシル機能検討ワーキンググループ」を開催し、その支援の在り方、進め方につい

て議論を行っている。 

本事業は、文化芸術団体が自律的に課題を解決し、持続的に発展していくことを目指

し、①企業再生や地域再生などで広がりつつあり、文化芸術団体にも有効な手段である

と考えられる伴走型支援（専門家等が文化芸術団体等との対話を通して、課題抽出や団

体等の価値の明確化を行い、協働して課題の解決と価値の 大化に向けて取り組んでい

く支援）を通して、効果的な支援方法の在り方を実証的に明らかにし、その手法と枠組

みを設計・確立すること、②その手法・枠組みを広く社会に浸透させるために必要な施

策（調査・広報業務、支援ツールの構築等）を検討・構築することを目的に実施する。 

 

３．事業の内容 

（１）新国立劇場に対する伴走型支援業務の実施 

新国立劇場がグローバルな評価を得た拠点として活動を維持・強化していけるよ

う、必要な課題を解決するとともに、中長期的に発展が自律的・持続的にもたらさ

れることを目指し、以下の事項を実施する。 

    ○コンサルティング・事務 

・グローバルな拠点として活動する観点等から効果的な施策のあり方、「受け手」

たる顧客の特質等の各種分析 

・海外発信、国際的なブランディングの強化に向けたマーケティングのあり方等に

関する分析や検討 

・劇場における外国人来訪者への対応の充実策の検討 

・グローバルな観点から魅力的な空間、「場」の強化に向けた検討 

・グローバルな拠点としてステータスを高める観点等から有効な新規の取組や改善

策等の提案 

・目標実現に向けたミッションの確認、組織内の意識醸成 

・国際的な劇場・バレエ団・合唱団等の調査研究・分析・国内外比較等各種分析 

・必要な運営を実現し、上記を実装していくために有意な体制の検討や各種調整 

○その他、上記の業務実施に付随して必要な業務、報告書の作成 

〇取組にあたっては、当該団体や「場（劇場）」の特性等を考慮した伴走型支援を



行うこととする。このため、本事業の実施にあたっては、申請者組織内において、

劇場等の「場」について空間としての魅力形成や実装のための伴走型支援を直接

実施した経験を有する者や、事業者・活動団体（特に、本件ではバレエ団やオペ

ラ活動がスコープに入ることを留意）のグローバルな観点からのブランディング

やマーケティングの経験を有する者を含むものとし、かつそうした者を伴走型支

援活動のチームの中心とすること（申請書には、そうした経験を記載のこと）。 

 

（２）伝統的建造物群保存地区（以下、「伝建地区」という。）・史跡、建築・景観に対

する伴走型支援業務の実施 

伝建地区・史跡の保存・活用や、建築・景観の適切な継承・創造に向けて、持続

的・自律的な活動を維持・強化していけるよう必要な課題を見出し解決するととも

に、中長期的に持続的な発展がもたらされることを目指し、以下の事項を実施する。 

   

〇コンサルティング・事務 

・国内外に対する魅力の源泉として保存・活用・継承・創造するための効果的な施

策のあり方、国内外顧客の可能性等の各種分析、打ち手の検討 

・マネタイズと文化（財）的価値を両立させる、具体的な方策のあり方の検討 

・世界への発信、当該建築・地域等の国際的なブランディングの強化に向けた取組

みに関する分析や打ち手の検討 

・持続性・自律性の確保及び他案件での横展開を見据え、 適な地域住民との関係

構築や必要な組織体等のあり方、必要とされる人材の育成等の検討・実現に向け

たアクションの推進 

・以上を前提に、今年度は少なくとも２つ程度の伝建地区、１つ程度の史跡、その

他可能な限り具体的な建築・景観を対象として、伴走型の検討案件を形成・推進

する。具体的には、下記の①～③のような案件を想定しており、具体的な地区・

史跡について想定の上で、現地における支援対象等の取組体制も一定程度具体化

しつつ申請すること。 

 

① 重要伝統的建造物群保存地区（Ａ）：地域（市）内に広く、伝統的な街並みが

残っており、複数の伝建地区が存在するものの、地域全体の過疎化が大きな課

題となっており、空き物件が恒常化しつつある。また、それらの空き物件の管

理経費負担について自治体からの支援が困難な状態にある。一部は民間コンセ

ッションの方策等で活用を模索されているものの、取組が緒に着いたばかりでもあ

るため、空き物件の状態が悪化するとともに、具体的な活用に苦慮している状

況。そうした地区の活性化に向けて地元自治体、地元大学、事業者、居住者協

議会といった関係者で具体的な取組を本格化し、居住者人口を増やすことで活

性化を目指す案件。なお、こうした取組みを実現することで、地域（市）内の他の伝

建地区においても横展開を期待できる状況。 

② 重要伝統的建造物群保存地区（Ｂ）：個性ある街の形成の歴史的背景や独自性

高い街並みが考慮されて重要伝統的建造物群保存地区として選定されている



ものの、未だその活用策について検討が本格的になされたことがなく、具体案

を策定するための体制等も整っていない状況。過疎化も進む周辺地域に唯一

の、独自性を持つ集落かつ伝建地区としての個性を生かしながら、魅力的な滞

在場所の創設など一定時期における居住人口の確保や、大学等との連携による

サテライト・キャンパス事業の形成可能性等、具体プランの検討から実装を検

討する必要がある案件。 

③ 史跡：史跡の指定を受けて保存の取り組みを進めてきたものの、今後の総合的

な保存活用計画が未整備、あるいは不完全に整備された状態で、うまく地域の

活性化等への活用が図れていない状況。地元自治体としても現状のままでは持

続可能性が低いことは認識しているものの、史跡の自律的・持続的な活用事例

が未だ多くはないことや、従来からの保存の取組との関係でも適切な活用との

好バランスが見出しきれていないことから、どのような取組が適切かつ有効か

逡巡している状況。このため、地元自治体だけでなく、観光団体やその他関係

者を含め、史跡の持つ歴史的な魅力などを活かした、バランスの良い活用方法

について具体的なプランの検討や体制整備等を急ぎ進める必要がある案件。 

 

〇その他、上記の業務実施に付随して必要な業務、報告書の作成 

〇取組にあたっては、当該伝建地区や史跡の特性等を考慮し、各々に適した伴走型

支援を行うこととする。このため、本事業の実施にあたっては、申請者組織内に

おいて、伝建地区・史跡、建築・景観に関して、地域、一定規模の空間としての

活用の主体的な取組の経験や、伴走型支援の経験を有する者を含むものとし、か

つそうした者を伴走型支援活動のチームの中心とすること（申請書には、そうし

た経験を記載のこと）。 

    上記（１）（２）は、同時申請を可能とする。 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者

でないこと。 

 

５．公募対象     

公募対象は、次の（１）又は（２）の要件のいずれかを満たす我が国の団体とする。 

（１）法人格を有する団体 

（２）法人格を有しないが、以下の要件を全て充たしている団体 

  ア 定款、寄附行為に類する規約等を有すること 

  イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

  ウ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること 

  エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること 



 

６．事業期間、事業規模、採択予定件数 

事業期間：契約日～令和６年３月３１日 

  事業規模：上記「３．事業の内容」の各事業の規模は以下の通り 

（１）１８，０００千円以内 

       （２）１８，０００千円以内 

 

  採 択 数：各１件合計２件（予定） ※採択件数は審査委員会が決定する。 

 

７．選定方法及び選定結果の通知 

 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法つい

ては別添「審査基準」のとおり。選定終了後、１０日以内にすべての提案者に選定

結果を通知する。 

 

８．公募説明会の開催 

  公募説明会は開催しない。 

９．参加表明書の提出 

参加表明書の提出は不要とする。 

 

10．企画提案書の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限 

（１）提出場所 

   住 所：〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

   担 当：文化庁文化経済・国際課 

      電 話： ０３－５２５３－４１１１（代表）内線４８４４ 

   E-mail： kei-sai@mext.go.jp 

 

（２）提出方法 

① ＰＤＦ形式にした提案書をメール添付にてkei-sai@mext.go.jpまで提出するこ

と。 

② メールの件名及び添付ファイル名の冒頭にはともに「（事業名）_(１新国立劇場、

２伝統的建造物群保存地区等のいずれか)_（法人名）」を入れること。 

例）令和５年度文化芸術の自律的運営促進事業_１新国立劇場_株式会社●● 

③ 添付ファイルは１通にまとめて送信すること。ただし、メールサーバの容量の関

係により大容量データファイルは直接受け取れない場合があるため、上記アドレ

スにその旨連絡すること。ファイルサーバ経由の提出方法について指示する。 

④ 受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。 

⑤ メール送信上の事故（未達等）については、当方は一切の責任を負わない 

⑥ その他 

          ・企画提案書を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思

を明確に示す書面を提供すること。 



     ・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

 

（３）提出書類 

① 企画提案書（電子データ（ＰＤＦ形式）） 

② 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等 

を受けている場合はその写し（電子データ（ＰＤＦ形式）） 

③ 誓約書（電子データ（ＰＤＦ形式）） 

④ 本件に関する事務連絡先（様式は任意）（電子データ（ＰＤＦ形式）） 

⑤ (任意団体の場合)応募要件を満たすことを証する書類 

 

（４）提出期限 

    令和５年７月１９日（水曜日）１０時必着 

※ すべての提出書類をこの期限までに提出すること。 

※  E-mail でデータを送信した書類については送信時に提出されたものとみ

なす。 

※  提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは認

めない。 

 

（５）その他  

①企画提案書等の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とす

る。また、提出された企画提案書等については返却しない。 

②企画提案書等は選定委員会員及び本件業務関係者に開示する。また、必要に応じ

て一般公開又は特定の者へ開示を行うことがあるので、一切の秘密情報が含まれ

ないものとし、公開に当たって発生するリスクについては提案者が負うものとす

る。 

③採択された場合の企画提案書等については「行政機関の保有する情報の公開に関

する法 律」（平成１１年法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人

の正当な利益を 害する情報等）を除いて情報公開の対象となる。 

 

11．誓約書の提出 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しな

い旨の別添の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の者に

再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。 

（２）前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとな

ったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。 

 

12．契約締結に関する取り決め 

（１）契約額の決定方法について 

 採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額

については国が業務計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として



認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられ

た経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格と

は必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の

条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととな

るのでその点についても承知しておくこと。 

（２）契約締結前の執行について 

 国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないた

め、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業

に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費につい

ても国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後

は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託先する

場合はその再委託先にも伝えておくこと。 

 

13．スケジュール 

（１）審  査：令和５年７月下旬頃 

（２）採択決定：令和５年７月下旬頃 

（３）契約締結：令和５年８月上旬頃 

※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成にあたっては、事業開始

日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先が

ある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。 

 

14．その他 

（１）採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。 終的な採択件数は審査委

員会が決定する。 

（２）公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等に

ついては回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開してい

る本件の公募情報に開示する。 

（３）事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。また、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載

した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況にな

った場合には速やかに発注者に届け出ること。 

（４）再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、

再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に

該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法に

おいて競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。 

（５）再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 

（６）選定した企画の内容は、文化庁と選定者の協議の上、変更することがある。 

（７）審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締結す

るため、遅滞なく以下の書類を提出すること。業務計画に再委託が予定されてい

る場合は再委託先にも周知しておくこと。 



   〔契約締結にあたり必要となる書類〕 

･ 業務計画書（委託業務経費内訳または参考見積書を含む） 

･ 委託業務経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料 

 （謝金単価表、旅費支給規定、見積書など） 

･ 再委託に係る委託業務経費内訳 

･ 別紙（銀行口座情報） 

 

15．問い合わせ先 

文化庁文化経済・国際課 

      E-mail： kei-sai@mext.go.jp 


